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１ 食料消費 
(1)食料消費の変化 
 ① 我が国の食料消費は、経済成長に伴う所得の伸び等を背景として、量的に拡大するととも
に、その内容も主食である米の消費量が減少する一方、畜産物、油脂類等の消費量が増加する
など大きく変化してきている。 

 
 ② 食の外部化、サービス化の進展 
  食料消費の形態についてみると、女性の社会進出や単身世帯の増加などを背景とする消費
者ニーズと、食品の供給サイド（農業、製造・加工業、流通業、外食産業）における対応とが相まっ
て、調理食品、持ち帰り弁当といった中食や外食を利用する食の外部化、サービス化が進展して
いる。 
  食料支出に占める外食と調理食品を加えたいわゆる食の外部化比率は、増加傾向をたどって
いる。 

○ 国民１人１年当たり供給純食料
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○農業・食料関連産業の国内生産額（平成９年度）

 



(2)少子高齢化の進展等 
 ① 戦後における公衆衛生水準の向上や、医療提供体制の充実、医学医術の進歩、生活水準
の向上等から、我が国の平均寿命（出生児の平均余命）は著しく伸長し、世界最高の水準となっ
ている。 
   今後、少子高齢化の進展により、生産年齢人口（15歳～64歳）は減少傾向をたどると見込ま
れている。 

 

 ② 国民医療費の推移をみると、医療制度の充実などを背景に、年々増大しており、平成９年度
には総額29兆651億円、一人当たりでは年間23万400円となっている。 

○国民医療費の推移 
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(3)健康、栄養 
 ① 栄養素等の摂取状況 
  国民１人１日当たりの栄養素等摂取量をみると、エネルギーはほぼ適正摂取となっており、カ
ルシウムを除く栄養素については所要量を上回っている。 

 

 ② ＰＦＣバランス 
  栄養バランスの一つの指標である摂取エネルギーに占めるたんぱく質、脂質、糖質の構成比
（ＰＦＣバランス）をみると、脂質エネルギー比率が増加傾向にあり、特に２０歳代～４０歳代におい
てすでに脂質（Ｆ）の摂取比率が適正比率の上限とされる25％を上回っている。 

 
 ③ 肥満とやせ 
  また、肥満（やせ）かどうかを判定するＢＭＩでみると、男性では２０歳代で約４人に１人、３０歳
代で約３人に１人が「肥満」か「過体重」となっている。 
  一方、２０歳代の女性では約２人に１人が「やせ」に判定される状況にある。 

○年齢別ＰＦＣ摂取熱量比率

○ 性・年齢階級別 肥満の状況（平成９年）
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資料：厚生省「国民栄養調査」 

 



(4)食べ残しや食品の廃棄 
 ① 食生活が飽食ともいわれるほど豊かなものになってきている中で、食べ残しや賞味期限切れ
に伴う廃棄等が食品産業、家庭で発生している。 

 ② 食料消費の状況を示す指標として、農林水産省「食料需給表」の供給熱量（台所や加工工場
に届けられた可食部分の熱量）と厚生省「国民栄養調査」の摂取熱量がある。この両者は調査方法
の差異があるため単純に比較できないものの、供給熱量と摂取熱量の差が約630kcal（供給純食料
の24％：平成９年度）あり、拡大する傾向にある。この差の相当部分が食べ残しや賞味期限切れに
伴う廃棄等によるものと考えられる。 

 

 ③ 我が国においては、これまで包括的、かつ、総合的に食品廃棄の実態を調査したものはない
が、京都市が行った事例調査（平成４年）によれば、１日１世帯当たりの可食部分の食べ残し・廃棄
は台所ごみの37.5%となっている。 

 ④ なお、米国農務省による食品ロス統計調査（平成９年７月公表）によれば、米国における小
売、外食、消費者段階の可食食料の年間ロス総量は約4,360万トンで、供給総量の27％とされてい
る。 
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○食品を捨てた理由（複数回答） 



(5)朝食の欠食、孤食 
 ① 朝食の欠食率は増加傾向にあり、特に男性の２０歳代では約３人に１人が朝食を食べてい
ない状況にある。 

 

   また、児童生徒で朝食を欠食することのある割合は、約16％となっており、全く食べない者の
割合は約４％となっている。 

 

 
 ② いわゆる孤食の状況をみると、朝食を子どもが１人で食べている割合は、小学校で5.0％、中
学校で14.4％となっている。 



 

/目次へ戻る/次のページへ/ 



２ 食生活改善の取組 

(1)農林水産省における取組 
 ①我が国の食生活は、高度経済成長の過程において、国民所得の増大などを背景に、米の消
費が減少する一方、畜産物、油脂類等の消費が増加する等の大きな変化が生じた。 

 ②この結果、米、野菜、魚、大豆を中心とした伝統的な食生活のパターンに、肉類、牛乳・乳製
品、鶏卵、油脂、果物が豊富に加わって、多様性があり、かつ、栄養バランスがとれ健康的で豊か
な我が国独自の「日本型食生活」が形成された。 

 ③この「日本型食生活」の維持・定着を図るため、昭和５８年に望ましい食生活の指針を策定す
るとともに、平成２年には、この指針を日常生活の中で実現するための食行動指針ともいうべき新
たな指針を策定し、その啓発・普及に努めてきている。 

 ④具体的な取組 
  ・各種メディアを通じた啓発・普及 
    テレビ、情報誌の発行、パンフレットの作成 
  ・イベントの開催による啓発・普及 
    全国食文化交流プラザ事業 
    食教育ゾーン 
  ・「消費者の部屋」等における相談対応 



 

 
（日本型食生活の周知度） 
  日本型食生活の周知度を平成６年にアンケートした結果では、知らないとする割合は２割弱



で、言葉の周知度は相当程度ある。 
  しかしながら、日本型食生活の実践状況について調査した結果では、心がけているが約６割と
高いものの、関心はあるが実践できないとする割合も約３割ある。 
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(2)厚生省における取組 
 ① 栄養・食生活行政の基礎となる「国民栄養調査」を実施するとともに、「日本人の栄養所要
量」を５年ごとに改定を行ってきている。 

 ② また、「６つの基礎食品」の普及や食生活改善の目安としての「健康づくりのための食生活指
針」を昭和60年に策定し、平成２年には対象特性別の食生活指針を策定し、その普及に努めてい
る。 

 ③ さらに、外食機会が増大していることから、平成２年に「外食料理の栄養成分表示ガイドライ
ン」を策定し、平成８年には食品の栄養成分等に関する適切な情報を提供するために「栄養表示
基準」制度を導入したところである。 

 ④ 現在、国民の健康増進、疾病予防及び生活の安全確保のために国民の保健医療上重要な
課題となる対象分野を設定し、保健医療水準の指標となる具体的目標を定め、これを達成するた
めの諸施策を体系化した「健康日本２１計画」の策定を進めている。 



○「健康日本21」栄養・食生活分科会中間報告（案）目標項目一覧 
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(3)文部省における取組 
 ①学習指導要領の改訂により、食に関する指導を学校教育活動全体（体育・保健体育科、家庭・技
術家庭科、特別活動、総合的な学習の時間等）を通じて充実を図った。（平成11年度） 

 ②新しい学習指導要領における「食」に関する指導の在り方について関係者の理解を深め、指導の
一層の充実に資するための「食に関する指導全国研究会」を開催した。（平成11年８月） 

 ③学校栄養職員と担当教諭がティームを組んで教科指導や給食指導を行ったり、いわゆる特別非
常勤講師として学校栄養職員が食に関する指導を行うなどの効果的な指導の促進を図っている。 

 ④食に関する指導事例を蓄積し、指導内容・方法等を体系的に取りまとめた「食に関する指導参考
資料」の作成を行っているところである。 

 ⑤親が自信を持って子育てを行う「家庭教育手帳・ノート」において、家族一緒の食事の大切さにつ
いて盛り込むなど、家庭における食事の在り方を見直すよう促している。 
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